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(57)【要約】
【課題】屋外端末機器において、タッチパネル付きディ
スプレイにおける操作後、支障なくユーザが自身の手を
移動させて操作に伴う対応を行うことを可能とする。
【解決手段】屋外端末機器は、筐体の前面にタッチパネ
ル付きディスプレイを有する扉を備え、筐体内に複数の
収容装置を収容する。扉は、所定の領域にパネルを有す
る。所定の領域は、ディスプレイ領域と、機能確保領域
とを除く領域である。タッチパネル付きディスプレイの
操作面とパネルの前面とは、奥行き方向において、同一
の平面上にある。タッチパネル付きディスプレイの操作
面とパネルの端部に設けられた機能確保領域との間のパ
ネルの前面には、突出物が設けられていない。
【選択図】図１２Ｄ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体の前面にタッチパネル付きディスプレイを有する扉を備え、前記筐体内に複数の収
容装置を収容する屋外端末機器において、
　前記扉は、所定の領域にパネルを有し、
　前記所定の領域は、前記タッチパネル付きディスプレイが設けられたディスプレイ領域
と、前記複数の収容装置の少なくとも１つの収容装置の一部を前記筐体の前面へ露出させ
て、前記複数の収容装置の少なくとも１つの収容装置に機能を果たさせるために必要な機
能確保領域とを除く領域であり、
　前記タッチパネル付きディスプレイの操作面と前記パネルの前面とは、奥行き方向にお
いて、同一の平面上にあり、
　前記タッチパネル付きディスプレイの操作面と前記パネルの端部に設けられた前記機能
確保領域との間の前記パネルの前面には突出物が設けられていない、屋外端末機器。
【請求項２】
　前記奥行き方向において、前記パネルにおける、前記複数の収容装置の位置に対応した
一部の面は光の透過性を持ち、前記一部の面を除く面は光の非透過性を持つ、請求項１に
記載の屋外端末機器。
【請求項３】
　前記一部の面から、前記タッチパネル付きディスプレイの操作に伴って生じた光を透過
させる、請求項２に記載の屋外端末機器。
【請求項４】
　前記タッチパネル付きディスプレイの操作に伴って対応が必要となった前記複数の収容
装置のうちのひとつの収容装置が発光手段を有していない場合、該ひとつの収容装置に対
応させて設けた発光手段に光を生じさせる、請求項３に記載の屋外端末機器。
【請求項５】
　前記扉は、両開きである第１の扉と第２の扉とからなり、
　前記パネルは、前記第１の扉用の第１のパネルと、前記第２の扉用の第２のパネルとか
らなる、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の屋外端末機器。
【請求項６】
　前記パネルは、前記扉に取り付けるベースパネルと、該ベースパネルに取り付ける付加
パネルとからなる、請求項１乃至５のいずれか一項に記載の屋外端末機器。
【請求項７】
　前記屋外端末機器は、給油所用システムの外設機である、請求項１乃至６のいずれか一
項に記載の屋外端末機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、屋外に設置される屋外端末機器に関し、特に、給油所用システムを構成する
外設機と呼ばれる屋外端末機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　給油所用システムを構成する装置の１つに、外設機と呼ばれる屋外端末機器が知られて
いる。外設機は、給油条件や給油料金の支払い方法の指定を行うことや、給油料金の決済
を行うこと等に用いられる。外設機は、その筐体を、給油所に設置される専用のラックに
収容した状態で使用される。
【０００３】
　外設機の筐体は、前面（正面）、後面（背面）、上面、下面、左側面、および右側面か
ら成る六面を持つ実質的に直方体の形状をしている。外設機の筐体を構成する六面のうち
、上面、下面、左側面、右側面および後面（背面）は、ラックの壁面に囲まれる。一方、
外設機の筐体を構成する前面（正面）は、ラックから前方へ露出している。通常、この筐
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体の前面（正面）には、扉用施錠手段によって施錠可能な片開きまたは両開き（観音開き
）の扉が備えられている。この扉には、タッチパネル付きディスプレイ、紙幣などの現金
投入口、レシートの排出口等が設けられている。
【０００４】
　扉にはまた、上記扉用施錠手段が設けられている。扉は、給油所の店員等の開扉を許さ
れた者（以下、「アクセス許可者」と呼ぶ）が扉用施錠手段を開錠することによって開か
れる。この開扉された状態において、アクセス許可者は、外設機内部にアクセスし、レシ
ート用紙の補給や、筐体内に貯留された現金の回収や、外設機の整備や修理等を行うこと
ができる。
【０００５】
　特許文献１は、セルフ給油所用システムを構成する装置である外設機の一例を開示して
いる。特許文献１は、筐体の前面（正面）に両開き（観音開き）の扉（すなわち、一対の
扉）を備えた外設機の一例を開示している。一方の扉には、タッチパネル付きディスプレ
イ、レシートの排出口、カード類の挿入口、人感センサが設けられている。他方の扉には
、紙幣投入口、レシート等に印刷された２次元バーコードの読取口、別のカード類の挿入
口、インターホンが設けられている。
【０００６】
　このような構成の外設機において、ユーザは、まず、タッチパネル付きディスプレイで
給油条件や給油料金の支払い方法を指定する操作を行う。その後、ユーザは、ディスプレ
イに表示される指示等に従って、紙幣を投入する、カードを挿入する等の操作に伴う対応
を行う。その際、ユーザは、タッチパネルの操作面から自身の手を移動させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１５－０１４０８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に開示された外設機では、それに収容されている２次元バー
コードの読取口が扉面よりも外側に（前方へ）張り出すように設けられている。その結果
、特許文献１に開示された外設機では、ユーザが自身の手を紙幣投入口や別のカード類の
挿入口まで移動させるときに、その張り出した部分に自身の手や指が当たってしまうとい
う不具合があった。特に、ユーザが自身の手で紙幣やカードを保持しながらタッチパネル
を操作した後に自身の手を移動させる場合には、ユーザの手や指が上記張り出した部分に
当たって、紙幣やカードを落としてしまう恐れもある。
【０００９】
　したがって、タッチパネル付きディスプレイに対する操作後、支障なくユーザが自身の
手を移動させて操作に伴う対応を行うことができる外設機が求められている。
【００１０】
　本発明の目的は、上述した課題を解決する屋外端末機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明によれば、筐体の前面にタッチパネル付きディスプレイを有する扉を備え、前記
筐体内に複数の収容装置を収容する屋外端末機器において、前記扉は、所定の領域にパネ
ルを有し、前記所定の領域は、前記タッチパネル付きディスプレイが設けられたディスプ
レイ領域と、前記複数の収容装置の少なくとも１つの収容装置の一部を前記筐体の前面へ
露出させて、前記複数の収容装置の少なくとも１つの収容装置に機能を果たさせるために
必要な機能確保領域とを除く領域であり、前記タッチパネル付きディスプレイの操作面と
前記パネルの前面とは、奥行き方向において、同一の平面上にあり、前記タッチパネル付
きディスプレイの操作面と前記パネルの端部に設けられた前記機能確保領域との間の前記
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パネルの前面には突出物が設けられていない、屋外端末機器が得られる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、タッチパネル付きディスプレイにおける操作後、支障なくユーザが自
身の手を移動させて操作に伴う対応を行うことができる、屋外端末機器を提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施形態による屋外端末機器（外設機）の正面図である。
【図２】図１に示された屋外端末機器（外設機）において、その扉が開いた状態を示す斜
視図である。
【図３】図１に示された屋体端末機器（外設機）において、第１の付加パネルと第２の付
加パネルとを取り外した状態を示す正面図である。
【図４】図１に示された屋体端末機器（外設機）に使用される第１のベースパネルを正面
（前面）側から見た斜視図である。
【図５】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）、（ｅ）および（ｆ）は、それぞれ、図４に示
された第１のベースパネルの正面図、背面図、上面図、下面図、左側面図および右側面図
である。
【図６】図１に示された屋体端末機器（外設機）に使用される第２のベースパネルを正面
（前面）側から見た斜視図である。
【図７】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）、（ｅ）および（ｆ）は、それぞれ、図６に示
された第２のベースパネルの正面図、背面図、上面図、下面図、左側面図および右側面図
である。
【図８】図１に示された屋体端末機器（外設機）に使用される第１の付加パネルを正面（
前面）側から見た斜視図である。
【図９】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）、（ｅ）および（ｆ）は、それぞれ、図８に示
された第１の付加パネルの正面図、背面図、上面図、下面図、左側面図および右側面図で
ある。
【図１０】図１に示された屋体端末機器（外設機）に使用される第２の付加パネルを正面
（前面）側から見た斜視図である。
【図１１】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）、（ｅ）および（ｆ）は、それぞれ、図１０
に示された第２の付加パネルの正面図、背面図、上面図、下面図、左側面図および右側面
図である。
【図１２Ａ】図１に示された屋体端末機器（外設機）の斜視図である。
【図１２Ｂ】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）、および（ｅ）は、それぞれ、図１に示さ
れた屋体端末機器（外設機）の正面図、上面図、下面図、左側面図および右側面図である
。
【図１２Ｃ】図１２ＢのＡ－Ａ’線における断面図である。
【図１２Ｄ】図１２ＢのＢ－Ｂ’線における断面図である。
【図１３】図１に示された屋体端末機器（外設機）において、第１の扉を開いた第１の分
割ユニットのみを示す斜視図である。
【図１４】図１に示された屋体端末機器（外設機）において、第２の扉を開いた第２の分
割ユニットのみを示す斜視図である。
【図１５】図１に示された屋体端末機器（外設機）を含む、セルフ給油所用システムの電
気的構成の概要を示すブロック図である。
【図１６】図１に示された屋体端末機器（外設機）において、ユーザが外設機を操作する
前の外設機の待機状態を示す正面図である。
【図１７】図１６に示す外設機の待機状態から、発光部のすべてが点灯状態であるときを
示す正面図である。
【図１８】図１７の部分拡大図であって、（ａ）はレシート排出口と磁気カード挿入口の
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上部の部分拡大図であり、（ｂ）は二次元バーコード読取窓の辺りの部分拡大図であり、
（ｃ）は非接触ＩＣカードの読取面の辺りの部分拡大図である。
【図１９】図１７の紙幣入金口の下部の部分拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００１５】
　図１～図１２Ｄを参照して、本発明の一実施形態に係る屋外端末機器１００について説
明する。図示の屋外端末機器１００は、屋外に設置される外設機であって、ユーザが自身
で給油を行うセルフ給油所用システムを構成する装置である。
【００１６】
　図１～図１２Ｄにおいては、直交座標系（Ｘ，Ｙ，Ｚ）を使用している。図１～図１２
Ｄに図示した状態では、直交座標系（Ｘ，Ｙ，Ｚ）において、Ｘ軸方向は前後方向（奥行
方向）であり、Ｙ軸方向は左右方向（幅方向）であり、Ｚ軸方向は上下方向（高さ方向）
である。
【００１７】
　図１は、外設機１００の正面図である。外設機１００は、実質的に直方体形状の筐体１
１０を備える。即ち、筐体１１０は、前面（正面）、後面（背面）、上面、下面、左側面
、および右側面から成る六面を持つ。図１は、外設機１００の正面図であるので、筐体１
１０の前面（正面）１１０ｆのみを図示している。
【００１８】
　外設機１００は、その筐体１１０を、セルフ給油所に設置されている専用のラック（図
示せず）に収容した状態で使用される。そのため、外設機１００の筐体１１０の六面のう
ち、後面（背面）、上面、下面、左側面、および右側面の五面は、ラックの堅牢な壁面に
囲まれる。一方、外設機１００の筐体１１０の前面１１０ｆは、ラックから前方へ露出し
ている。
【００１９】
　外設機１００は、第１の分割ユニット（第１の分離ユニット）１０１と、第２の分割ユ
ニット（第２の分離ユニット）１０２と、に分割（分離）されている。図１の例では、第
１の分割ユニット１０１は左側に配置されており、第２の分割ユニット１０２は右側に配
置されている。すなわち、外設機１００は、第１の分割ユニット１０１と第２の分割ユニ
ット１０２とを組み合わせて構成されている。
【００２０】
　筐体１１０は、第１の分割ユニット１０１を構成する第１の筐体１１１と、第２の分割
ユニット１０２を構成する第２の筐体１１２と、に分割（分離）されている。第１および
第２の筐体１１１、１１２の各々も、前面（正面）、後面（背面）、上面、下面、左側面
、および右側面から成る六面を持つ、実質的に直方体形状をしている。
【００２１】
　第１の筐体１１１は第１のフレーム１１６を有し、第２の筐体１１２は第２のフレーム
１１７を有する。第１および第２のフレーム１１６、１１７の各々は、前面（正面）が開
放され、かつ後面（背面）、上面、下面、左側面、および右側面から成る五面を持つ、実
質的に直方体形状をしている。したがって、筐体１１０は、第１のフレーム１１６の右側
面と第２のフレーム１１７の左側面とが互いに接触した状態におかれた、第１の筐体１１
１と第２の筐体１１２とから成る。
【００２２】
　図示の外設機１００は、筐体１１０の前面（正面）１１０ｆに両開き（観音開き）扉１
３０を備えた外設機である。ここでは、両開き（観音開き）扉１３０は、第１の扉１３１
と第２の扉１３２とから成る。
【００２３】
　図１の例では、第１の扉１３１は筐体１００の左側に配置されており、第２の扉１３２
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は筐体１００の右側に配置されている。すなわち、第１の扉１３１は第１のフレーム１１
６の前面に設けられており、第２の扉１３２は第２のフレーム１１７の前面に設けられて
いる。尚、第１および第２の扉１３１、１３２の各々は、粘性の高い金属、例えば、ステ
ンレスやメッキ鋼板をプレス加工して製造される。
【００２４】
　したがって、第１の筐体１１１は第１のフレーム１１６と第１の扉１３１とを有し、第
２の筐体１１２は第２のフレーム１１７と第２の扉１３２とを有する。
【００２５】
　第１の扉１３１にはその前面に第１のベースパネル１４１が取り付けられ、第２の扉１
３２にはその前面に第２のベースパネル１４２が取り付けられている。さらに、第１のベ
ースパネル１４１にはその下端面に第１の付加パネル１５１が取り付けられ、第２のベー
スパネル１４２にはその前面に第２の付加パネル１５２が取り付けられている。
【００２６】
　前述したように、第１の扉１３１と第２の扉１３２とは、金属製である。第１のベース
パネル１４１、第２のベースパネル１４２、第１の付加パネル１５１、及び第２の付加パ
ネル１５２は、樹脂の成形品である。
【００２７】
　第１のベースパネル１４１と第２のベースパネル１４２との組み合わせは、ベースパネ
ル１４０と呼ばれる。第１の付加パネル１５１と第２の付加パネル１５２との組み合わせ
は、付加パネル１５０と呼ばれる。また、第１のベースパネル１４１と第１の付加パネル
１５１とは、総称して第１の扉１３１用の第１のパネル（１４１，１５１）と呼ばれる。
第２のベースパネル１４２と第２の付加パネル１５２とは、総称して第２の扉１３２用の
第２のパネル（１４２，１５２）と呼ばれる。そして、ベースパネル１４０と付加パネル
１５０とは、総称して単に、パネル（１４０，１５０）と呼ばれる。
【００２８】
　なお、図１では明らかではないが、第１のベースパネル１４１と第２のベースパネル１
４２は、黒色の樹脂の成形品であり、光を透過させない。また、第１の付加パネル１５１
と第２の付加パネル１５２は、透明な樹脂の成形品である。第１の付加パネル１５１と第
２の付加パネル１５２は、後述する光を透過させる部分を除いて、光を透過させないよう
に、表面に黒色のＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート、polyethylene terephthalate）
フィルムのインサート成形がなされている。
【００２９】
　第１のベースパネル１４１の下端部には、レシート排出口１４１Ｒと磁気カード挿入口
１４１Ｃとが設けられている。第２のベースパネル１４２の右端部には、紙幣入金口１４
２Ｂが設けられている。第１のベースパネル１４１には、それぞれ、レシート排出口１４
１Ｒおよび磁気カード挿入口１４１Ｃを覆うように、樹脂製の透明な第１のカバー１６１
および第２のカバー１６２が回動可能に取り付けられている。第２のベースパネル１４２
には、紙幣入金口１４２Ｂを覆うように、樹脂製の透明な第３のカバー１６３が回動可能
に取り付けられている。
【００３０】
　第１の扉１３１が閉じた状態において、第１の扉１３１の右側下端部には錠前１８０が
設けられている。また、第２の扉１３２が閉じた状態において、第２の扉１３２の左側下
端部には防盗錠前１８２が設けられている。
【００３１】
　図２は、外設機１００の両開き（観音開き）扉１３０が開かれた状態を示している。前
述したように、外設機１００の筐体１１０は、第１のフレーム１１６を含む第１の筐体１
１１と、第２のフレーム１１７を含む第２の筐体１１２とを組み合わせて構成されている
。第１のフレーム１１６には第１の扉１３１が回動可能に取り付けられており、第２のフ
レーム１１７には第２の扉１３２が回動可能に取り付けられている。
【００３２】
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　詳述すると、第１のフレーム１１６の前方左端部には第１のヒンジ機構（図示せず）が
設けられている。第１の扉１３１は、この第１のヒンジ機構で第１のフレーム１１６に対
して回動可能に連結されている。また、第２のフレーム１１７の前方右端部には第２のヒ
ンジ機構（図示せず）が設けられている。第２の扉１３２は、この第２のヒンジ機構で第
２のフレーム１１７に対して回動可能に連結されている。
【００３３】
　したがって、第１の筐体１１１は、第１のフレーム１１６と、第１のヒンジ機構と、第
１の扉１３１とから成る。第２の筐体１１２は、第２のフレーム１１７と、第２のヒンジ
機構と、第２の扉１３２とから成る。
【００３４】
　第１の扉１３１の内側（すなわち、第１の筐体１１１の内部）には、次に述べるような
、外設機１００の複数の収容装置が収容されている。すなわち、第１の筐体１１１内に収
容された複数の収容装置は、タッチパネル付きディスプレイ１２１、レシート印刷装置１
２２、磁気カード読取装置１２３、人感センサ１２４、及びスピーカ１２５から成る。
【００３５】
　したがって、第１の分割ユニット１０１は、第１の筐体１１１と、その内部に収容され
た複数の収容装置１２１～１２５とから成る。
【００３６】
　一方、第２の扉１３２の内側（すなわち、第２の筐体１１２の内部）には、次に述べる
ような、外設機１００の複数の収容装置が収容されている。すなわち、第２の筐体１１２
内に収容された複数の収容装置は、二次元バーコード読取装置１２６、非接触ＩＣカード
読取／書込装置１２７、紙幣入金装置１２８、及びインターホン１２９から成る。
【００３７】
　したがって、第２の分割ユニット１０２は、第２の筐体１１２と、その内部に収容され
た複数の収容装置１２６～１２９とから成る。
【００３８】
　図３は、付加パネル１５０を取り外した状態の外設機１００を示す正面図である。
【００３９】
　第１の付加パネル１５１は、４箇所に設けられた係合凸部１５１ｃｖ（図８参照）を、
第１のベースパネル１４１の４箇所に設けられた凹部１４１ｃｃ（図４参照）へ係合させ
、２箇所のネジ孔１４１ｓｈへネジ止めすることによって第１のベースパネル１４１に取
り付けられる。第１のベースパネル１４１における、レシート排出口１４１Ｒと磁気カー
ド挿入口１４１の上部には、光を通過させるための第１の孔部１４１ｈ１および第２の孔
部１４１ｈ２（図４参照）が形成されている。第１の孔部１４１ｈ１の奥には、ＬＥＤ（
light emitting diode）を有する発光部（レシート印刷装置用発光部１７１）が設けられ
、第２の孔部１４１ｈ２の奥には、ＬＥＤ（light emitting diode）を有する発光部（磁
気カード読取装置用発光部１７２）が設けられている。なお、光を通過させるための孔部
には、防水のため、透明なフィルムが貼付されている。
【００４０】
　第２の付加パネル１５２は、４箇所に設けられた係合凸部１５２ｃｖ（図１０参照）を
、第２のベースパネル１４２の４箇所に設けられた凹部（図示せず）へ係合させ、３箇所
のネジ孔１４２ｓｈへネジ止めすることによって第２のベースパネル１４２に取り付けら
れる。第２のベースパネル１４２における、紙幣入金口１４２Ｂの下部には、光を通過さ
せるための孔部１４２ｈ１（図６参照）が形成されている。この孔部１４２ｈ１の奥には
、ＬＥＤを有する紙幣入金装置用発光部１７３が設けられている。なお、光を通過させる
ための孔部には、防水のため、透明なフィルムが貼付されている。
【００４１】
　第２の付加パネル１５２を取り外したことによって、二次元バーコード読取装置１２６
、二次元バーコード読取装置用発光部１７４、非接触ＩＣカード読取／書込装置１２７、
及びインターホン１２９が見えている。なお、二次元バーコード読取装置１２６と非接触
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ＩＣカード読取／書込装置１２７は、防水のため、透明なフィルムが貼付された枠内に収
容されている。
【００４２】
　図４は、第１のベースパネル１４１の斜視図である。図５（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（
ｄ）、（ｅ）および（ｆ）は、それぞれ、第１のベースパネル１４１の正面図、背面図、
上面図、下面図、左側面図、および右側面図である。
【００４３】
　第１のベースパネル１４１は、第１の扉１３１に、第１の扉１３１の裏側からネジ孔１
４１ｂｈ（４箇所）をネジ止めすることによって取り付けられる（図５（ｂ）参照）。第
１のベースパネル１４１には、タッチパネル付きディスプレイ用の孔部１４１ｄｈ、レシ
ート排出口用の孔部１４１ｒｈ、磁気カード挿入口用の孔部１４１ｃｈ、レシート印刷装
置用発光部用の第１の孔部１４１ｈ１、磁気カード読取装置用発光部用の第２の孔部１４
１ｈ２、人感センサ用の孔部１４１ｈｈ、スピーカ用の孔部１４１ｐｈ、及び錠前用の孔
部１４１ｌｈが設けられている。
【００４４】
　また、第１のベースパネル１４１には、前述したように、第１の付加パネル用の４箇所
の係合のための凹部１４１ｃｃと、２箇所のネジ止め用のネジ孔１４１ｓｈが設けられて
いる。
【００４５】
　図６は、第２のベースパネル１４２の斜視図である。図７（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（
ｄ）、（ｅ）および（ｆ）は、それぞれ、第２のベースパネル１４２の正面図、背面図、
上面図、下面図、左側面図、および右側面図である。
【００４６】
　第２のベースパネル１４２は、第２の扉１３２に、第２の扉１３２の裏側からネジ孔１
４２ｂｈ（９箇所）をネジ止めすることによって取り付けられる（図７（ｂ）参照）。第
２のベースパネル１４２には、二次元バーコード読取装置及び非接触ＩＣカード読取／書
込装置用の孔部１４２ｂｉｈ、紙幣入金口用の孔部１４２ｐｈ、上記紙幣入金装置用発光
部用の孔部１４２ｈ１、及びインターホン用の孔部１４２ｉｈが設けられている。
【００４７】
　また、第２のベースパネル１４２には、前述したように、第２の付加パネル用の４箇所
の係合のための凹部（図示せず）と、３箇所のネジ止め用のネジ孔１４２ｓｈが設けられ
ている。なお、ネジ孔１４２ｓｈのひとつは、ネジ孔１４２ｂｈと同一の場所の裏側に設
けられている。
【００４８】
　図８は、第１の付加パネル１５１の斜視図である。図９（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ
）、（ｅ）および（ｆ）は、それぞれ、第１の付加パネル１５１の正面図、背面図、上面
図、下面図、左側面図、右側面図である。
【００４９】
　第１の付加パネル１５１において、第１のベースパネル１４１のレシート排出口１４１
Ｒと磁気カード挿入口１４１Ｃに対応する部分は、切りかかれている。即ち、レシート排
出口１４１Ｒに対応する第１の付加パネル１５１の部分１５１Ｒは、扉面において、レシ
ート印刷装置１２２（図２参照）の一部を前方へ露出させて、外設機１００の制御部が、
収容装置であるレシート印刷装置１２２に機能を果たさせる（要求した処理を実行させる
）ために必要な第１の機能確保領域である。磁気カード挿入口１４１Ｃに対応する第１の
付加パネル１５１の部分１５１Ｃは、磁気カード読取装置１２３（図２参照）の一部を露
出させて、外設機１００の制御部が、収容装置である磁気カード読取装置１２３に機能を
果たさせる（要求した処理を実行させる）ために必要な第２の機能確保領域である。
【００５０】
　また、第１の付加パネル１５１において、人感センサ１２４（図２参照）に対応する部
分１５１Ｐも切りかかれており、スピーカ１２５（図２参照）の音声出力のために複数の



(9) JP 2017-122964 A 2017.7.13

10

20

30

40

50

孔１５１ｐｈが形成されている。これらの領域１５１Ｐ、１５１ｐｈも、一部を露出させ
て、人感センサ１２４やスピーカ１２５に、機能を果たさせる（要求した処理を実行させ
る）ために必要な第３の機能確保領域および第４の機能確保領域である。
【００５１】
　さらに、第１の付加パネル１５１において、錠前１８０（図１参照）のキー差込口に対
応する部分１５１ｌｈも切りかかれている。この領域１５１ｌｈも、一部を露出させて、
機械的な機能を果たさせるために必要な第５の機能確保領域である。なお、この錠前１８
０を開錠すると、第１の扉１３１のみ開くことができる。
【００５２】
　また、第１の付加パネル１５１には、前述したように、第１のベースパネルとの係合の
ための４箇所の係合凸部１５１ｃｖと、２箇所のネジ止め用の孔１５１ｓｈが設けられて
いる。
【００５３】
　なお、図８および図９（ａ）～（ｆ）では明らかではないが、第１の付加パネル１５１
は、透明な樹脂の成形品であり、後述する光を透過させる部分１５１ｌｔを除いて、光を
透過させないように、表面に黒色のＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート、polyethylene
 terephthalate）フィルムのインサート成形がなされている。即ち、第１の付加パネル１
５１の表面は、後述する光を透過させる部分１５１ｌｔを除いて、黒色のＰＥＴフィルム
によって覆われている。
【００５４】
　ここで、光を透過させる部分１５１ｌｔとは、図８に示されるように、「レシート」の
文字の部分１５１ｌｔ１、「レシート」の文字の下部のライン状の部分１５１ｌｔ２、「
カード」の文字の部分１５１ｌｔ３、カード挿入の様子を示す絵柄の部分１５１ｌｔ４、
および「カード」の文字の下部のライン状の部分１５１ｌｔ５である。これらの部分１５
１ｌｔ１～１５１ｌｔ５には、光拡散印刷がなされている。「レシート」の文字の下部の
ライン状の部分１５１ｌｔ２と「カード」の文字の下部のライン状の部分１５１ｌｔ５の
両端部（黒色で示す部分）は、透過する光を徐々に少なくするように黒色のＰＥＴフィル
ムのインサート成形がなされている。
【００５５】
　図１０は、第２の付加パネル１５２の斜視図である。図１１（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、
（ｄ）、（ｅ）および（ｆ）は、それぞれ、第２の付加パネル１５２の正面図、背面図、
上面図、下面図、左側面図、右側面図である。
【００５６】
　第２の付加パネル１５２において、防盗錠前１８２（図１参照）が設けられている箇所
１５２ｐｌと紙幣入金口１４２Ｂ（図１参照）に対応する部分１５２Ｂは、切りかかれて
いる。即ち、紙幣入金口１４２Ｂに対応する部分１５２Ｂは、扉面において、紙幣入金装
置１２８（図２参照）の一部を露出させて、外設機１００の制御部が、収容装置である紙
幣入金装置１２８に機能を果たさせる（要求した処理を実行させる）ために必要な第６の
機能確保領域である。
【００５７】
　また、第２の付加パネル１５２において、インターホン１２９（図２参照）のスイッチ
に対応する部分１５２ｉｓｈも切りかかれており、音声入力のための孔１５２ｉｈｉと音
声出力のための複数の孔１５２ｉｈｏが形成されている。これらの領域１５２ｉｓｈ，１
５２ｉｈｉ、１５２ｉｈｏも、一部を露出させて、インターホン１２９に、機能を果たさ
せるために必要な第７の機能確保領域である。また、第２の付加パネル１５２は、防盗錠
前１８２のキー差込口を覆わないような形状となっている。この領域１５２ｐｌも、一部
を露出させて、機械的な機能を果たさせるために必要な第８の機能確保領域である。
【００５８】
　防盗錠前１８２を開錠すると、第２の扉１３２のみ開くことができる。防盗錠前１８２
は、第２の筐体１１２内に紙幣入金装置１２８が収容されているので、前述の錠前１８０
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に比して、より堅牢な構造となっている。
【００５９】
　なお、二次元バーコード読取装置１２６に対応する第２の付加パネル１５２の部分につ
いては、一部を露出させる必要はないので、二次元バーコードを読み取るための透明な窓
１５２ｔｗが形成されているだけである。また、非接触ＩＣカード読取／書込装置１２７
に対応する第２の付加パネル１５２の部分（読取面）１５２Ｒについても、一部を露出さ
せる必要はないので、非接触ＩＣカードをかざす場所を表すマーク１５２ｍが白色印刷さ
れているだけである。
【００６０】
　また、第２の付加パネル１５２には、前述したように、第２のベースパネル１４２との
係合のための４箇所の係合凸部１５２ｃｖと、３箇所のネジ止め用の孔１５２ｓｈが設け
られている。
【００６１】
　なお、図１０および図１１（ａ）～（ｆ）では明らかではないが、第２の付加パネル１
５２は、透明な樹脂の成形品であり、後述する光を透過させる部分１５２ｌｔを除いて、
光を透過させないように、表面に黒色のＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート、polyethy
lene terephthalate）フィルムのインサート成形がなされている。即ち、第２の付加パネ
ル１５２の表面は、後述する光を透過させる部分１５２ｌｔを除いて、黒色のＰＥＴフィ
ルムによって覆われている。
【００６２】
　ここで、光を透過させる部分１５２ｌｔとは、「ＱＲコード」（登録商標）の文字の部
分１５２ｌｔ１、二次元バーコード読取窓１５２ｔｗ、二次元バーコード読取窓１５２ｔ
ｗの上辺と下辺に沿って設けられた部分１５２ｌｔ２、１５２ｌｔ３、非接触ＩＣカード
読取面１５２Ｒの上下に設けられた部分１５２ｌｔ４、１５２ｌｔ５、「紙幣入金口」と
「１枚ずつ入れてください」の文字の部分１５２ｌｔ６、紙幣を示す絵柄の部分１５２ｌ
ｔ７、「紙幣入金口」上部のライン状の部分１５２ｌｔ８である。
【００６３】
　「ＱＲコード」（登録商標）の文字の部分１５２ｌｔ１、二次元バーコード読取窓１５
２ｔｗの上辺と下辺に沿って設けられた部分１５２ｌｔ２、１５２ｌｔ３、非接触ＩＣカ
ード読取面１５２Ｒの上下に設けられた部分１５２ｌｔ４、１５２ｌｔ５、「紙幣入金口
」と「１枚ずつ入れてください」の文字の部分１５２ｌｔ６、紙幣を示す絵柄の部分１５
２ｌｔ７、「紙幣入金口」上部のライン状の部分１５２ｌｔ８には、光拡散印刷がなされ
ている。「紙幣入金口」上部のライン状の部分１５２ｌｔ８の両端部（黒色で示す部分）
は、透過する光を徐々に少なくするように黒色のＰＥＴフィルムのインサート成形がなさ
れている。
【００６４】
　なお、二次元バーコード読取窓１５２ｔｗは透明のままである。非接触ＩＣカード読取
面１５２Ｒの上下に設けられた部分１５２ｌｔ４、１５２ｌｔ５も、非接触ＩＣカード読
取／書込装置１２７の発光手段の光を透過させるので、透明のままである。「インターホ
ン」と「呼び出し」の文字は、白色印刷である。
【００６５】
　図１２Ａは、外設機１００の斜視図である。図１２Ｂ（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）
および（ｅ）は、それぞれ、外設機１００の正面図、上面図、下面図、左側面図、および
右側面図である。図１２Ｃは、図１２Ｂ（ａ）のＡ－Ａ’線における断面図である。矢視
図ではないので、レシート排出口１４１Ｒのカバー１６１は図示されていない。図１２Ｄ
は、図１２Ｂ（ａ）のＢ－Ｂ’線における断面図である。矢視図ではないので、防盗錠前
１８２は図示されていない。
【００６６】
　図１２Ａ～図１２Ｄから明らかなように、タッチパネル付きディスプレイ１２１の操作
面１２１ｆとレシート排出口１４１Ｒとの間、タッチパネル付きディスプレイ１２１の操



(11) JP 2017-122964 A 2017.7.13

10

20

30

40

50

作面１２１ｆと磁気カード挿入口１４１Ｃとの間、タッチパネル付きディスプレイ１２１
の操作面１２１ｆと二次元バーコード読取窓１５２ｔｗとの間、及びタッチパネル付きデ
ィスプレイ１２１の操作面１２１ｆと紙幣入金口１４２Ｂとの間には、パネル（１４０，
１５０）の前面（１４０ｆ、１５０ｆ）より前方へ突出するものはない。タッチパネル付
きディスプレイ１２１の操作面１２１ｆと非接触ＩＣカード読取面１５２Ｒとの間につい
ても、防盗錠前１８２の上部の一部を避ける必要はあるものの、パネル（１４０，１５０
）の前面（１４０ｆ，１５０ｆ）より前方へ突出するものはない。
【００６７】
　すなわち、タッチパネル付きディスプレイ１２１の操作面１２１ｆとパネル（１４０，
１５０）の端部に設けられた機能確保領域（１５１Ｒ，１５１Ｃ，１５１Ｐ，１５１ｐｈ
，１５１ｌｈ，１５２Ｂ，１５２ｉｓｈ，１５２ｉｈｉ，１５２ｉｈｏ，１５２ｐｌ）と
の間のパネル（１４０，１５０）の前面（１４０ｆ、１５０ｆ）には突出物が設けられて
いない。換言すれば、ユーザが外設機１００を操作する際に、ユーザの手が移動する範囲
には、タッチパネル付きディスプレイ１２１の操作面１２１ｆが存在する平面よりも前方
へ突出する突出物が存在しない。
【００６８】
　また、タッチパネル付きディスプレイ１２１の操作面１２１ｆと、第１の扉１３１の第
１のベースパネル１４１に取り付けられた第１の付加パネル１５１の前面１５１ｆと、タ
ッチパネル付きディスプレイ１２１の操作面１２１ｆと第１の付加パネル１５１の周りに
形成されている第１のベースパネル１４１の枠部の前面１４１ｆと、第２の扉１３２の第
２のベースパネル１４２に取り付けられた第２の付加パネル１５２の前面１５２ｆと、第
２の付加パネル１５２の周りに形成されている第２のベースパネル１４２の枠部の前面１
４２ｆとは、奥行き方向Ｘにおいて、すべて同一の平面上にある。
【００６９】
　すなわち、タッチパネル付きディスプレイ１２１の操作面１２１ｆとパネル（１４０，
１５０）の前面（１４０ｆ、１５０ｆ）とは、奥行き方向Ｘにおいて、同一の平面上にあ
る。
【００７０】
　なお、タッチパネル付きディスプレイ１２１は全面フラットであり、段差はない。また
、第１の扉１３１と第２の扉１３２との間の間隙は、指が入らない寸法の間隙である。従
って、ユーザは、タッチパネル付きディスプレイ１２１における操作後、支障なく自身の
手を移動させて操作に伴う対応（行為）を行うことができる。
【００７１】
　なお、タッチパネル付きディスプレイ１２１の操作面１２１ｆと紙幣入金口１４２Ｂと
の間には、機能を果たさせる（要求した処理を実行させる）ために装置の一部を露出させ
る必要のない二次元バーコード読取装置１２６の二次元バーコード読取窓１５２ｔｗを設
けているが、機能を果たさせる（要求した処理を実行させる）ために装置の一部を露出さ
せる必要のある装置であっても、その一部がパネル（１４０，１５０）の前面（１４０ｆ
，１５０ｆ）より前方へ突出しない装置であればこれを設けてもよい。また、パネル（１
４０，１５０）の右端部には、機能を果たさせる（要求した処理を実行させる）ために装
置の一部を露出させる必要のある装置である紙幣入金装置１２８の紙幣入金口１４２Ｂを
設けているが、機能を果たさせる（要求した処理を実行させる）ために装置の一部を露出
させる必要のない装置を設けるようにしてもよい。
【００７２】
　また、本実施形態では、防盗錠前１８２は、奥行き方向Ｘにおいて、キー差込口が目立
つように敢えてパネル（付加パネル１５０とベースパネル１４０の枠部）の前面（１５０
ｆ，１４０ｆ）より前方へ突出するように設けてあるが、パネル（１４０，１５０）の前
面（１４０ｆ，１５０ｆ）と同一の平面になるように、もしくはパネル（１４０，１５０
）の前面（１４０ｆ，１５０ｆ）より後方へ凹むように設けてもよい。また、本実施形態
では、レシート排出口１４１Ｒの第１のカバー１６１の下部がパネル（１４０，１５０）
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の前面（１４０ｆ，１５０ｆ）より前方へ突出するように設けてあるが、パネル（１４０
，１５０）の前面（１４０ｆ，１５０ｆ）と同一の平面になるように、もしくはパネル（
１４０，１５０）の前面（１４０ｆ，１５０ｆ）より後方へ凹むように設けてもよい。
【００７３】
　さらに、図１３～図１９を参照して、扉１３０にパネル（１４０，１５０）を有する外
設機１００の他の特徴について説明する。
【００７４】
　図１３は、第１の扉１３１を開いた第１の分割ユニット１０１のみを示した斜視図であ
る。
【００７５】
　第１の扉１３１には、タッチパネル付きディスプレイ１２１、タッチパネル付きディス
プレイ制御部（基板アセンブリ：電子部品等が実装された基板）１９１、レシート印刷装
置用発光部（基板アセンブリ）１７１（図３参照）、磁気カード読取装置用発光部（基板
アセンブリ）１７２（図３参照）、及び錠前１８０（図１参照）が取り付けられている。
レシート印刷装置用発光部（基板アセンブリ）１７１と磁気カード読取装置用発光部（基
板アセンブリ）１７２は、第１の発光部用ケース１９２内に格納されている。
【００７６】
　第１のフレーム１１６内には、レシート印刷装置１２２、磁気カード読取装置１２３、
人感センサ１２４、スピーカ１２５、電源ユニット１９３、及びメインボードボックス１
９４が収容されている。メインボードボックス１９４には、外設機１００の制御部１９９
（図１５参照）であるメインボード（基板アセンブリ）が内蔵されている。なお、メイン
ボードボックス１９４や各装置の接続ケーブル等は図示していない。
【００７７】
　図１４は、第２の扉１３２を開いた第２の分割ユニット１０２のみを示した斜視図であ
る。
【００７８】
　第２の扉１３２には、非接触ＩＣカード読取／書込装置１２７、紙幣入金装置用発光部
（基板アセンブリ）１７３（図３参照）、二次元バーコード読取装置用発光部（基板アセ
ンブリ）１７４（図３参照）、インターホン１２９、及び防盗錠前１８２（図１参照）が
取り付けられている。紙幣入金装置用発光部（基板アセンブリ）１７３は、第２の発光部
用ケース１９５内に格納されている。二次元バーコード読取装置用発光部（基板アセンブ
リ）１７４は、読取窓１２６Ｒの上部と下部の２つに分かれており、それぞれ、第３の発
光部用ケース１９６内と第４の発光部用ケース１９７内に格納されている。
【００７９】
　第２のフレーム１１７内には、紙幣入金装置１２８と二次元バーコード読取装置１２６
が収容されている。なお、各装置の接続ケーブル等は図示していない。
【００８０】
　図１５は、セルフ給油所用システムの電気的構成の概要を示すブロック図である。外設
機１００については、より詳細な電気的構成を示す。
【００８１】
　セルフ給油所用システムは、屋外端末機器（外設機）１００と、ＰＯＳ（point of sal
es）端末装置２００と、計量機３００と、釣銭機４００とを備える。
【００８２】
　ＰＯＳ端末装置２００の制御部（図示せず）は、システム全体の制御を行う。ＰＯＳ端
末装置２００の制御部は、ＬＡＮ（Local Area Network、ＴＣＰ／ＩＰプロトコル）で接
続された外設機１００の制御部１９９とデータの送受信を行い、ＳＳ－ＬＡＮ（Service 
Station Local Area Network、ＲＳ４８５プロトコル）で接続された計量機３００の制御
部（図示せず）、及び釣銭機４００の制御部（図示せず）とデータの送受信を行う。
【００８３】
　外設機１００の制御部１９９は、給油条件や給油料金の支払い方法の指定処理、給油料
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金の決済処理等の制御を行う。計量機３００の制御部は、車両等への給油処理の制御を行
う。釣銭機４００の制御部は、ユーザへの釣銭払い出し処理の制御を行う。
【００８４】
　次に、外設機１００について、より詳細に説明する。外設機の制御部１９９は、外設機
１００全体の制御を行う。外設機の制御部１９９は、給油時、必要に応じて各収容装置に
処理を要求する。発光部を備えていない収容装置については、その収容装置用に発光部が
設けられている。
【００８５】
　収容装置が発光部を備えていない場合、外設機の制御部１９９は、収容装置に処理を要
求するとともに、その収容装置用の発光部を発光させ、要求した収容装置の処理が終了す
ると、該発光部を滅灯させる。
【００８６】
　収容装置が発光部を備えている場合、外設機の制御部１９９がその収容装置に処理を要
求すると、収容装置は自身の発光部を発光させ、要求された処理を終了すると自身の発光
部を滅灯させる。
【００８７】
　また、外設機の制御部１９９は、ＰＯＳ端末装置２００の制御部（図示せず）と必要な
データの送受信を行う。
【００８８】
　タッチパネル付きディスプレイ１２１は、給油時、必要な情報の表示を行い、ユーザの
操作入力を受け付ける。タッチパネル付きディスプレイ１２１は、バックライト機能を有
している。
【００８９】
　外設機の制御部１９９がレシート印刷装置１２２にレシート印刷を要求すると、レシー
ト印刷装置１２２は、レシートを印刷して排出する。外設機の制御部１９９は、レシート
印刷の要求を行うとともに、レシート印刷装置用発光部１７１を発光させる。レシート印
刷装置用発光部１７１からの光は、レシート排出口１４１Ｒ上部のライン状の部分１５１
ｌｔ２、第１の付加パネル１５１の「レシート」の文字の部分１５１ｌｔ１、及びレシー
ト排出口１４１Ｒから出力される（図８参照）。
【００９０】
　外設機の制御部１９９が磁気カード読取装置１２３に磁気カードの読み取りを要求し、
磁気カードが挿入されると、磁気カード読取装置１２３は、磁気カードから必要な情報を
読み取る。外設機の制御部１９９は、磁気カードの読み取りの要求を行うとともに、磁気
カード読取装置用発光部１７２を発光させる。磁気カード読取装置用発光部１７２からの
光は、第１の付加パネル１５１の磁気カード挿入口１４１Ｃ上部のライン状の部分１５１
ｌｔ５、「カード」の文字１５１ｌｔ３、及びカード挿入の様子を示す絵柄の部分１５１
ｌｔ４から出力される。（図８参照）磁気カード読取装置１２３は、例えば、会員カード
やクレジットカードの読み取りを行う。
【００９１】
　人感センサ１２４はユーザ（人）を検知する。
【００９２】
　スピーカ１２５は、給油時、必要に応じて音を出力する。
【００９３】
　外設機の制御部１９９が二次元バーコード読取装置１２６に二次元バーコードの読み取
りを要求し、二次元バーコードが読取窓１５２ｔｗに翳されると、二次元バーコード読取
装置１２６は、二次元バーコードに光を照射して二次元バーコードから必要な情報を読み
取る。外設機の制御部１９９は、二次元バーコード読取装置１２６に二次元バーコードの
読み取りを要求するとともに、二次元バーコード読取装置用発光部１７４を発光させる。
二次元バーコード読取装置用発光部１７４からの光は、第２の付加パネル１５２の「ＱＲ
コード」の文字１５２ｌｔ１と二次元バーコード読取窓１２６Ｒの上辺と下辺に沿って設
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けられた部分１５２ｌｔ２、１５２ｌｔ３から出力される。（図１０参照）二次元バーコ
ード読取装置１２６は、例えば、レシートに印刷された料金割引クーポンの二次元バーコ
ードの読み取りを行う。
【００９４】
　外設機の制御部１９９が非接触ＩＣカード読取／書込装置１２７に非接触ＩＣカードの
読み取りを要求し、非接触ＩＣカードが読取面１５２Ｒに翳されると、非接触ＩＣカード
読取／書込装置１２７は、非接触ＩＣカードから必要な情報を読み取る。非接触ＩＣカー
ド読取／書込装置１２７は、外設機の制御部１９９から非接触ＩＣカードの読み取りが要
求されたときに、自身に備わっている発光部を発光させる。非接触ＩＣカード読取／書込
装置１２７の発光部からの光は、非接触ＩＣカード読取面１５２Ｒの上下に設けられた部
分１５２ｌｔ４、１５２ｌｔ５から出力される。（図１０参照）非接触ＩＣカード読取／
書込装置１２７は、例えば、電子マネーの読み取りや書き込みを行う。
【００９５】
　外設機の制御部１９９が紙幣入金装置１２８に紙幣の取り込みを要求し、紙幣が紙幣入
金口１４２Ｂに入金されると、紙幣入金装置１２８は、紙幣を取り込む。外設機の制御部
１９９は、紙幣入金装置１２８に紙幣の取り込みの要求を行うとともに、紙幣入金装置用
発光部１７３を発光させる。紙幣入金装置用発光部１７３からの光は、第２の付加パネル
１５２の紙幣入金口１４２Ｂ下部のライン状の部分１５２ｌｔ８、「紙幣入金口」と「１
枚ずついれてください」の文字の部分１５２ｌｔ６、及び紙幣を示す絵柄の部分１５２ｌ
ｔ７から出力される（図１０参照）。
【００９６】
　インターホン１２９には、給油時、必要に応じてスイッチが操作されてマイクに音声が
入力され、スピーカから音声が出力される。なお、インターホン１２９は、給油所の事務
所内に設置されているインターホン親機（図示せず）と接続されており、これと通話を行
うことができる。
【００９７】
　図１６は、外設機１００に収容されている全ての収容装置の発光部、及び収容装置用発
光部が非点灯状態であるとき、即ち、ユーザが外設機１００を操作する前の外設機１００
の待機状態を示している。二次元バーコード読取窓１５２ｔｗは透明であるので内部が見
通せるが、図示は省略している。
【００９８】
　タッチパネル付きディスプレイ１２１はバックライトが非点灯状態であり、タッチ入力
できる領域の外側は黒色である。第１の付加パネル１５１と第２の付加パネル１５２とは
、光を透過させる部分を除いて黒色であり、光を透過させる部分はすべて非点灯状態であ
る。第１のベースパネル１４１と第２のベースパネル１４２とは黒色である。第１のベー
スパネル１４１上と第２のベースパネル１４２上で、光を発している箇所はない。図１６
では、これらの状態を、第１のベースパネル１４１上と第２のベースパネル１４２上に斜
線を施すことによって示している。
【００９９】
　図１７は、外設機１００に収容されている収容装置用発光部のすべてと、発光手段を備
える収容装置の発光部のすべてが点灯状態であるときを示し、光が出力されている部分を
白抜きで示している。図１８と図１９は、このときの部分拡大図である。図１８（ａ）は
、レシート排出口１４１Ｒと磁気カード挿入口１４１Ｃの上部の拡大図であり、図１８（
ｂ）は、二次元バーコード読取窓１５２ｔｗの辺りの拡大図であり、図１８（ｃ）は、非
接触ＩＣカードの読取面１５２Ｒの辺りの拡大図である。図１９は、紙幣入金口１４２Ｂ
の下部の拡大図である。二次元バーコード読取窓１５２ｔｗは透明であるので内部が見通
せるが、図示は省略している。また、前述したように、二次元バーコード読取装置１２６
が二次元バーコードに光を照射するのは二次元バーコードが翳されたときであるので、二
次元バーコード読取窓１５２ｔｗは点灯状態（白抜き）とはしていない。
【０１００】
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　タッチパネル付きディスプレイ１２１はバックライトが点灯状態であり、収容装置用発
光部はすべて青色点灯の状態となっており、収容装置の発光部は青色点灯の状態となって
いる。タッチパネル付きディスプレイ１２１のバックライトは、人感センサ１２４で人を
検知したときに点灯状態となり、給油操作に必要な情報が表示され、人感センサ１２４で
人を検知しなくなった後、所定時間経過したときに非点灯状態となる。
【０１０１】
　なお、図１７は、収容装置用発光部のすべてと発光手段を備える収容装置の発光部のす
べてが点灯状態であるときを説明するために示す図であり、外設機１００の使用中、収容
装置用発光部と収容装置の発光部のすべてが同時に点灯状態となることはない。実際の動
作では、バックライト点灯状態でのタッチパネル付きディスプレイ１２１における操作等
に応じて対応が必要となる収容装置用発光部、もしくは収容装置の発光部のみが点灯する
。
【０１０２】
　次に、図１８（ａ）を参照して、第１の付加パネル１５１に関して説明する。レシート
排出口１４１Ｒの上側の「レシート」の文字の部分１５１ｌｔ１と「レシート」の文字の
下部のライン状の部分１５１ｌｔ２とから、青色光が出力された状態（青色点灯）となっ
ており、レシート排出口１４１Ｒからも、青色光が出力されている。また、磁気カード挿
入口１４１Ｃの上側の「カード」の文字の部分１５１ｌｔ３、カード挿入を示す絵柄の部
分１５１ｌｔ４、及び「カード」の文字の下部のライン状の部分１５１ｌｔ５から、青色
光が出力された状態（青色点灯）となっている。
【０１０３】
　次に、第２の付加パネル１５２に関して説明する。図１８（ｂ）に示されるように、「
ＱＲコード」の文字１５２ｌｔ１と二次元バーコード読取窓１５２ｔｗの上辺と下辺に沿
って設けられた部分１５２ｌｔ２、１５２ｌｔ３とから、青色光が出力された状態（青色
点灯）となっている。また、図１９に示されるように、紙幣入金口１４２Ｂの下部に設け
られたライン状の部分１５２ｌｔ８、「紙幣入金口」の文字および「１枚ずつ入れてくだ
さい」の文字の部分１５２ｌｔ６、及び紙幣を示す絵柄の部分１５２ｌｔ７から、青色光
が出力された状態（青色点灯）の状態となっている。また、図１８（ｃ）に示されるよう
に、非接触ＩＣカードの読取面１５２Ｒの上辺と下辺に沿って設けられた部分１５２ｌｔ
４、１５２ｌｔ５から、青色光が出力された状態（青色点灯）となっている。
【０１０４】
　図１７～図１９に示すように、給油時、タッチパネル付きディスプレイ１２１での操作
等に応じて対応が必要となる収容装置用の発光部、もしくは収容装置の発光部のみが光を
出力し、黒色のパネル上で青色光が出力された状態（青色点灯）となる。したがって、ユ
ーザは、昼間でも対応が必要となった収容装置を容易に視認することができる。
【０１０５】
　本実施形態では、パネルがベースパネル１４０と付加パネル１５０とによって構成され
ているので、以下のような効果を奏する。
【０１０６】
　・付加パネル１５０における収容装置用発光部と収容装置の発光部の光の視認を妨げな
い範囲に模様等を印刷し、客先毎に独自のデザインとすることができる。
【０１０７】
　・付加パネル１５０を取り外せるので、汚れた付加パネルの清掃を容易に行うことがで
きる。
【０１０８】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されることなく、本発明は、特許請求の範囲に記
載された技術範囲内であれば、種々の変形が可能であることは云うまでもない。
【０１０９】
　例えば、上記実施形態で示した収容装置は一例に過ぎず、上記実施形態で示した収容装
置のひとつもしくは複数を収容しなくともよいし、上記実施形態で示した収容装置の他に
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、上記実施形態で示した収容装置以外の装置を収容するようにしてもよい。また、上記実
施形態で示した収容装置のひとつもしくは複数を他の装置に替えて収容するようにしても
よい。
【０１１０】
　また、上記実施形態では、外設機１００の扉１３０が両開きであったので、第１の付加
パネル１５１と第１のベースパネル１４１とからなる第１のパネルと、第２の付加パネル
１５２と第２のベースパネル１５２からなる第２のパネルの２つのパネルを設けていたが
、外設機の扉を片開きとし、２つのパネルではなく、１つのパネルとしてもよい。
【０１１１】
　また、上記実施形態では、透明な樹脂製で、光を透過させない部分が黒色のＰＥＴフィ
ルムによって覆われたものを付加パネル１５０としていたが、光を透過させない部分を黒
色の樹脂とし、光を透過させる部分を透明な樹脂として二色成形したものを付加パネルと
してもよい。
【０１１２】
　また、上記実施形態では、付加パネル１５０の光を透過させない部分を黒色のＰＥＴフ
ィルムによって覆うようにしていたが、他の暗い色、例えば濃茶色、濃紺色等としてもよ
い。また、発光部の点灯時の色を青色としていたが、他の目立つ色、例えば、緑色、赤色
等としてもよい。
【０１１３】
　また、上記実施形態では、パネルを、付加パネル１５０とベースパネル１４０とから構
成していたが、付加パネルとベースパネルとを併せて一体化し、１つのパネルとしてもよ
い。この場合、パネルは、透明な樹脂製で、光を透過させない部分が黒色等の暗い色のＰ
ＥＴフィルムによって覆われたものとする、もしくは、光を透過させない部分を黒色等の
暗い色の樹脂とし、光を透過させる部分を透明な樹脂として二色成形したものとする。
【０１１４】
　また、上記実施形態では、セルフ給油所用システムを構成する外設機１００としたが、
給油所の店員が給油操作を行う給油所用システムを構成する外設機であってもよい。
【０１１５】
　さらに、上記実施形態では、屋外端末機器として、セルフ給油システムにおける外設機
の例を述べたが、屋外に設置される他の屋外端末機器全般に対して適用可能である。
【符号の説明】
【０１１６】
　１００　　屋外端末機器（外設機）
　１０１　　第１の分割ユニット（第１の分離ユニット）
　１０２　　第２の分割ユニット（第２の分離ユニット）
　１１０　　筐体
　１１０ｆ　前面（正面）
　１１１　　第１の筐体
　１１２　　第２の筐体
　１１６　　第１のフレーム
　１１７　　第２のフレーム
　１２１　　タッチパネル付きディスプレイ
　１２１ｆ　　操作面
　１２２　　レシート印刷装置
　１２３　　磁気カード読取装置
　１２４　　人感センサ
　１２５　　スピーカ
　１２６　　二次元バーコード読取装置
　１２７　　非接触ＩＣカード読取／書込装置
　１２８　　紙幣入金装置
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　１２９　　インターホン
　１３０　　両開き（観音開き）扉
　１３１　　第１の扉
　１３２　　第２の扉
　１４０　　ベースパネル
　１４０ｆ　　前面
　１４１　　第１のベースパネル
　１４１ｆ　　前面
　１４１Ｒ　　レシート排出口
　１４１Ｃ　　磁気カード挿入口
　１４１ｃｃ　　凹部
　１４１ｓｈ　　ネジ孔
　１４１ｈ１　　第１の孔部
　１４１ｈ２　　第２の孔部
　１４１ｂｈ　　ネジ孔
　１４１ｄｈ　　タッチパネル付きディスプレイ用の孔部
　１４１ｒｈ　　レシート排出口用の孔部
　１４１ｃｈ　　磁気カード挿入口用の孔部
　１４１ｈｈ　　人感センサ用の孔部
　１４１ｐｈ　　スピーカ用の孔部
　１４１ｌｈ　　錠前用の孔部
　１４２　　第２のベースパネル
　１４２ｆ　　前面
　１４２Ｂ　　紙幣入金口
　１４２ｓｈ　　ネジ孔
　１４２ｈ１　　紙幣入金装置用発光部用の孔部
　１４２ｂｈ　　ネジ孔
　１４２ｂｉｈ　　二次元バーコード読取装置及び非接触ＩＣカード読取／書込装置用の
孔部
　１４２ｐｈ　　紙幣入金口用の孔部
　１４２ｉｈ　　インターホン用の孔部
　１５０　　付加パネル
　１５０ｆ　　前面
　１５１　　第１の付加パネル
　１５１ｆ　　前面
　１５１ｃｖ　　係合凸部
　１５１ｓｈ　　ネジ止め用の孔
　１５１Ｒ　　第１の機能確保領域
　１５１Ｃ　　第２の機能確保領域
　１５１Ｐ　　第３の機能確保領域
　１５１ｐｈ　　第４の機能確保領域（複数の孔）
　１５１ｌｈ　　第５の機能確保領域
　１５１ｌｔ　　光を透過させる部分
　１５１ｌｔ１～１５１ｌｔ５　　光を透過させる部分
　１５２　　第２の付加パネル
　１５２ｆ　　前面
　１５２ｃｖ　　係合凸部
　１５２Ｂ　　第６の機能確保領域
　１５２ｉｓｈ、１５２ｉｈｉ、１５２ｉｈｏ　　第７の機能確保領域
　１５２ｐｌ　　第８の機能確保領域
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　１５２ｔｗ　　二次元バーコード読取窓
　１５２Ｒ　　非接触ＩＣカード読取面
　１５２ｍ　　マーク
　１５２ｓｈ　　ネジ止め用の孔
　１５２ｌｔ　　光を透過させる部分
　１５２ｌｔ１～１５２ｌｔ８　　光を透過させる部分
　１６１　　第１のカバー
　１６２　　第２のカバー
　１６３　　第３のカバー
　１７１　　レシート印刷装置用発光部
　１７２　　磁気カード読取装置用発光部
　１７３　　紙幣入金装置用発光部
　１７４　　二次元バーコード読取装置用発光部
　１８０　　錠前
　１８２　　防盗錠前
　１９１　　タッチパネル付きディスプレイ制御部
　１９２　　第１の発光部用ケース
　１９３　　電源ユニット
　１９４　　メインボードボックス
　１９５　　第２の発光部用ケース
　１９６　　第３の発光部用ケース
　１９７　　第４の発光部用ケース
　１９９　　制御部
　２００　　ＰＯＳ（point of sales）端末装置
　３００　　計量機
　４００　　釣銭機
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(20) JP 2017-122964 A 2017.7.13

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２Ａ】
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【図１２Ｂ】 【図１２Ｃ】

【図１２Ｄ】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【手続補正書】
【提出日】平成28年11月11日(2016.11.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体の前面にタッチパネル付きディスプレイを有する扉を備え、前記筐体内に複数の収
容装置を収容する屋外端末機器において、
　前記扉は、所定の領域にパネルを有し、
　前記所定の領域は、前記タッチパネル付きディスプレイが設けられたディスプレイ領域
と、前記複数の収容装置の少なくとも１つの収容装置の一部を前記筐体の前面へ露出させ
て、前記複数の収容装置の少なくとも１つの収容装置に機能を果たさせるために必要な機
能確保領域とを除く領域であり、
　前記タッチパネル付きディスプレイの操作面と前記パネルの前面とは、奥行き方向にお
いて、同一の平面上にあり、
　前記タッチパネル付きディスプレイの操作面と前記パネルの端部に設けられたすべての
前記機能確保領域との間の前記パネルの前面には突出物が設けられていない、屋外端末機
器。
【請求項２】
　前記タッチパネル付きディスプレイの操作面と前記パネルの端部に設けられた、少なく
とも１つの前記機能確保領域との間には、前記複数の収容装置の少なくとも１つの収容装
置が収容されている、請求項１に記載の屋外端末機器。
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【請求項３】
　前記奥行き方向において、前記パネルにおける、前記複数の収容装置の位置に対応した
一部の面は光の透過性を持ち、前記一部の面を除く面は光の非透過性を持つ、請求項１ま
たは２に記載の屋外端末機器。
【請求項４】
　前記一部の面から、前記タッチパネル付きディスプレイの操作に伴って生じた光を透過
させる、請求項３に記載の屋外端末機器。
【請求項５】
　前記タッチパネル付きディスプレイの操作に伴って対応が必要となった前記複数の収容
装置のうちのひとつの収容装置が発光手段を有していない場合、該ひとつの収容装置に対
応させて設けた発光手段に光を生じさせる、請求項４に記載の屋外端末機器。
【請求項６】
　前記扉は、両開きである第１の扉と第２の扉とからなり、
　前記パネルは、前記第１の扉用の第１のパネルと、前記第２の扉用の第２のパネルとか
らなる、請求項１乃至５のいずれか一項に記載の屋外端末機器。
【請求項７】
　前記パネルは、前記扉に取り付けるベースパネルと、該ベースパネルに取り付ける付加
パネルとからなる、請求項１乃至６のいずれか一項に記載の屋外端末機器。
【請求項８】
　前記屋外端末機器は、給油所用システムの外設機である、請求項１乃至７のいずれか一
項に記載の屋外端末機器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明によれば、筐体の前面にタッチパネル付きディスプレイを有する扉を備え、前記
筐体内に複数の収容装置を収容する屋外端末機器において、前記扉は、所定の領域にパネ
ルを有し、前記所定の領域は、前記タッチパネル付きディスプレイが設けられたディスプ
レイ領域と、前記複数の収容装置の少なくとも１つの収容装置の一部を前記筐体の前面へ
露出させて、前記複数の収容装置の少なくとも１つの収容装置に機能を果たさせるために
必要な機能確保領域とを除く領域であり、前記タッチパネル付きディスプレイの操作面と
前記パネルの前面とは、奥行き方向において、同一の平面上にあり、前記タッチパネル付
きディスプレイの操作面と前記パネルの端部に設けられたすべての前記機能確保領域との
間の前記パネルの前面には突出物が設けられていない、屋外端末機器が得られる。
【手続補正書】
【提出日】平成29年4月25日(2017.4.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体の前面にタッチパネル付きディスプレイを有する扉を備え、前記筐体内に複数の収
容装置を収容する屋外端末機器において、
　前記扉は、所定の領域にパネルを有し、
　前記所定の領域は、前記タッチパネル付きディスプレイが設けられたディスプレイ領域
と、前記複数の収容装置の少なくとも１つの収容装置の一部を前記筐体の前面へ露出させ



(26) JP 2017-122964 A 2017.7.13

て、前記複数の収容装置の少なくとも１つの収容装置に機能を果たさせるために必要な機
能確保領域とを除く領域であり、
　前記タッチパネル付きディスプレイの操作面と前記パネルの前面とは、奥行き方向にお
いて、同一の平面上にあり、
　前記タッチパネル付きディスプレイの操作面と前記パネルの端部に設けられたすべての
前記機能確保領域との間の前記パネルの前面には突出物が設けられておらず、
　前記タッチパネル付きディスプレイの操作面と前記パネルの端部に設けられた、少なく
とも１つの前記機能確保領域との間には、前記複数の収容装置の少なくとも１つの収容装
置が収容されている、屋外端末機器。
【請求項２】
　前記奥行き方向において、前記パネルにおける、前記複数の収容装置の位置に対応した
一部の面は光の透過性を持ち、前記一部の面を除く面は光の非透過性を持つ、請求項１に
記載の屋外端末機器。
【請求項３】
　前記一部の面から、前記タッチパネル付きディスプレイの操作に伴って生じた光を透過
させる、請求項２に記載の屋外端末機器。
【請求項４】
　前記タッチパネル付きディスプレイの操作に伴って対応が必要となった前記複数の収容
装置のうちのひとつの収容装置が発光手段を有していない場合、該ひとつの収容装置に対
応させて設けた発光手段に光を生じさせる、請求項３に記載の屋外端末機器。
【請求項５】
　前記扉は、両開きである第１の扉と第２の扉とからなり、
　前記パネルは、前記第１の扉用の第１のパネルと、前記第２の扉用の第２のパネルとか
らなる、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の屋外端末機器。
【請求項６】
　前記パネルは、前記扉に取り付けるベースパネルと、該ベースパネルに取り付ける付加
パネルとからなる、請求項１乃至５のいずれか一項に記載の屋外端末機器。
【請求項７】
　前記屋外端末機器は、給油所用システムの外設機である、請求項１乃至６のいずれか一
項に記載の屋外端末機器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明によれば、筐体の前面にタッチパネル付きディスプレイを有する扉を備え、前記
筐体内に複数の収容装置を収容する屋外端末機器において、前記扉は、所定の領域にパネ
ルを有し、前記所定の領域は、前記タッチパネル付きディスプレイが設けられたディスプ
レイ領域と、前記複数の収容装置の少なくとも１つの収容装置の一部を前記筐体の前面へ
露出させて、前記複数の収容装置の少なくとも１つの収容装置に機能を果たさせるために
必要な機能確保領域とを除く領域であり、前記タッチパネル付きディスプレイの操作面と
前記パネルの前面とは、奥行き方向において、同一の平面上にあり、前記タッチパネル付
きディスプレイの操作面と前記パネルの端部に設けられたすべての前記機能確保領域との
間の前記パネルの前面には突出物が設けられておらず、前記タッチパネル付きディスプレ
イの操作面と前記パネルの端部に設けられた、少なくとも１つの前記機能確保領域との間
には、前記複数の収容装置の少なくとも１つの収容装置が収容されている、屋外端末機器
が得られる。
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